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平成 26 年度

住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽熱利用システム

補助金制度について

那覇市 環境部 環境政策課

上記の事業に関するお問合せは…

那覇市環境部 環境政策課 地球温暖化対策推進グループ
〒900-8585　那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号（本庁舎 7 階）

TEL（098）951-3392　FAX（098）951-3230

太陽光発電システム太陽光発電システム 太陽熱利用システム太陽熱利用システム

募集期間：平成 26 年 4 月 1 日（火）　～先着順（予算がなくなり次第終了）

※土日、祝日を除く、8：30 ～ 17:15
※書類に不備がある場合は、修正後の受理となります。概要、申請方法等について必ず裏面をご確認ください。

再生可能エネルギーの導入を促進することにより、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを削減するとともに、環境保護についての意識啓発を

図る事を目的として、市内の自らが居住する住宅に「太陽光発電システム」及び「太陽熱利用システム」を設置する方に対し補助を行います。

※太陽の光を利用し、電気を作るシステム ※太陽の熱を利用し、お湯を作るシステム

補助金額：　一律 3 万円

補助対象システム：
　　・住宅の屋根等への設置に適した最大出力 10kw 未満の
　　　システム
　　・電力会社との契約を締結することが出来ること
　　・未使用で、リース契約によるシステムではないこと

補助金額：設置費用の 10 分の 1 または、
　　　　　　3 万円のいずれか少ない金額

補助対象経費：

　　システムの設置に要する費用

補助対象経費：

　　システムの設置に要する費用
　　　（モジュール、架台、工事に関する費用など）

補助対象システム：
　　・自然循環型太陽熱温水器または、強制循環型空ーシステム
　　　のいずれかの機器であること
　　・未使用で、リース契約によるシステムではないこと

再生可能エネルギーの導入を促進することにより、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを削減するとともに、環境保護についての意識啓発を

図る事を目的として、市内の自らが居住する住宅に「太陽光発電システム」及び「太陽熱利用システム」を設置する方に対し補助を行います。

募集期間：平成 26 年 4 月 1 日（火）　～先着順（予算がなくなり次第終了）

※土日、祝日を除く、8：30 ～ 17:15
※書類に不備がある場合は、修正後の受理となります。概要、申請方法等について必ず裏面をご確認ください。
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1. 自らが居住する、本市内の住宅に対象システムを設置する者（実績報告書提出の日までに
　居住していること）。設置予定の建物が申請者名義でない、または共有名義者がいる場合は、
　書面にて設置承諾書を添付。
2. 太陽光発電システム ⇒ 年度内に電力会社との太陽光電力受給契約を締結する者。
　 太陽熱利用システム ⇒ 年度内に設置工事を完了する者。
3. 本市の市税、及び国民健康保険を完納している者。
4. 同一世帯で過去に本制度に関する補助金の交付を受けていない者。
5. 本市が実施する「対象システムによる省エネ効果」に関する情報提供に協力する者。

申請から交付までの流れ

補助の対象となる方

申請書等指定書類一式は、環境政策課窓口で配布しております。
また、那覇市公式サイトからもダウンロードすることが出来ます

【提出期限】
 工事完了後すみやかに提出してください。

【提出期限】
 電力受給開始日（工事完了予定日）より 30 日以内、
 または、平成 27 年 3 月 31 日のいずれか早い日）

・補助金交付申請書（第 1 号様式）
・契約書及び内訳書の写し　（契約を締結してない場合に限り見積書の写しでも可）
・設置予定箇所と建物全体の現況写真（カラー写真）
・建物の所有者が申請者以外にいる場合、その者による承諾書（第 2 号様式）
・申請者の資産証明書
・建物付近の住宅地図
・その他市長が必要と認める書類

・実績報告書（第 7 号様式）
・領収書、契約書、内訳書の写し
・設置状況を示す現況写真（設置枚数が確認出来るカラー写真）
・申請者の住民票
・申請者の市税完納証明書
・申請者の国民健康保険税完納証明書または、社会保険証（カード）の写し
・その他市長が必要と認める書類

　・対象システムの保証書の写し

・補助交付変更・中止・廃止申請書（第 5 号様式）　　・その他市長が必要と認める書類

・補助金交付請求書（第 9 号様式）　　　　・指定する口座の通帳の写し

共　通
（※各制度専用様式あり）

・電力会社との電力受給契約確認書の写し
光光 熱熱

共　通
（※各制度専用様式あり）

そのほか…

①　必要書類を揃えて窓口で申請（郵送等での受付は行っておりません。環境政策課へ持参してください。）

②　補助金交付決定通知が郵送されてきます。

③　申請時より、変更等がございましたらすみやかに変更届けの提出をお願いいたします。
　　　（郵送等での受付は行っておりません。環境政策課へ持参してください。）

④　工事完了後、必要書類を揃えて実績報告書の提出
　　　（郵送等での受付は行っておりません。環境政策課へ持参してください。）

⑤　補助金交付額確定通知が郵送されてきます。ご確認いただき補助金交付請求書を提出
　　してください。　（郵送可）




